
 １　対象地区の現状

 ２　対象地区の課題

 ３ 対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針

 ４　３の方針を実現するために必要な取組に関する方針（任意記載事項）

（１） 今後の取組方針

　　各農家が現状維持に努めるとともに、耕作不可になった農地は地区の中心経営体へ集約を進める。
　　関係機関と連携し、技術向上研修会の開催や農村青年クラブの活動支援により、後継者が育ちやすい基盤を
醸成する.

　　中心経営体への農地集積が進んでおり、中心経営体における後継者の育成を行っていく必要がある。

　小規模農家については営農を継続して現状を維持することとし、耕作不可になった農地は中心経営体への集
約を進めていく。
　後継者が円滑に就農できるよう関係機関・団体と連携し、支援する。

田野畑村 平成25年2月18日 令和4年1月27日

対象地区名（地区内の集落名）

田代地区（田代集落）

 ④　地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計 3.00 ha

 （備考）

 ③　地区内における75歳以上の農業者の耕作面積の合計 0.00 ha

参考様式４

田代地区 地域農業マスタープラン（実質化された人・農地プラン）

市町村名 作成年月日 直近の更新年月日

ha

ha

 ⅰ うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

 ⅱ うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

ha

ha ②　アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

 ①　地区内の耕地面積 89.14

78.62



 ５　今後の地域の中心となる経営体の状況

（１）　経営体数

（２）　農地の集積面積

 組織  法人

 人  法人

 人  法人

 法人

 人

個人・任意組合

② 認定新規就農者

③ 集落営農組織

④ 他市町村の認定農業者

⑤ 他市町村の認定新規就農者

⑥ 基本構想水準到達者
 注）

⑦ 今後育成すべき農業者

法　人

 法人

 人  法人

 人2

 法人1

ha

ha

78.61

81.61

集積面積

現状

今後

 人

注： 基本構想水準到達者とは、①～⑤以外の者で市町村基本構想で定める目標所得を上回っている者。

① 認定農業者

集積率

88 ％

92 ％

地域内の耕地面積

89.14 ha

89.14 ha


